　予防接種費用の返還手続き（償還払い）について

　登別・室蘭市以外の医療機関で定期予防接種を行った場合、予防接種にかかった費用を上限額の範囲内で返還いたします。

（１）償還払いの対象者
　　登別市に住民登録のある方。なお、事前に予防接種依頼申請を行った予防接種に限ります。

（２）手続き方法　【接種後】
①申請に必要なもの
➣登別市予防接種助成金交付申請書(上限額が決まっている為金額は入れないで下さい)
[bookmark: _GoBack]➣登別市予防接種助成金交付明細書
➣予防接種にかかった費用の領収書（原本）
➣予防接種の記録の写し
➣その他　
生活保護受給者の者………生活保護受給証明書
　市民税非課税世帯の者……市民税課税証明書(世帯全員分)　又は、
資格確認書(後期高齢者医療制度加入者のみ)(写し)

※申請内容を確認後、「登別市予防接種助成金交付決定通知書」と「登別市予防接種助成金交付請求書」を送付しますので、請求書に必要事項を記入し返送願います。

（３）その他
※申請は予防接種実施依頼申請を行った予防接種のうち、最後に受けた予防接種の日の翌日から起算して１年以内に行ってください。
※償還払いの金額は予防接種で実際に要した費用と、登別市で設定した上限額のいずれか少ない額となりますので金額は記入しないで下さい。

【お問い合わせ】〒059-0016登別市片倉町6-9-1　登別市総合福祉センター(しんた21)内
登別市保健福祉部健康推進グループ　TEL0143-85-0100
